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第１回川口市農業委員会会議議事録 

１ 川口市告示第５２５号 

下記について付議するため、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第２７条第１項の規

定により、7月20日（月）午前11時00分、川口市役所第一本庁舎６階 ６０２・６０３会議室において、

第１回川口市農業委員会会議を招集する。 

                    川口市長 奥ノ木 信夫 

記 

議事案件 

（１） 議案 

第１号議案 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

第２号議案 農業委員担当地区割について 

（２） 報告事項 

報告事項１ 令和２年度川口市農業委員会の活動について 

報告事項２ 令和２年度川口市農業委員会予算について 

２ 出席農業委員 

伊藤 勝博 委員  小櫃 敏文 委員  加藤 江 委員  茅野 和廣 委員 

髙山 豊江 委員  中田 晋一 委員  中村 浩幸  委員  中山 正二 委員 

早船 輝明 委員  松澤 正久 委員  山岡  孝  委員  山崎  豊   委員 

３ 出席職員 

経済部長  野崎 豊 

農 政 課  課長      安達 一広   農政係長  松下  敬 

農政係    金田 玲奈 

農業委員会  事務局長  渡辺  裕    事務局次長 佐藤 文俊 

農地係長  嶋田 健一    書記    呉 城大朗 

４ 開会 

  午前11時00分に農政係長は、開会を宣した。 

５ 任命書交付 

市長は、議会の同意を得た１２人に対し任命書を交付した。 



６ 市長あいさつ（要旨） 

「本日は、公私多忙な中、第１回川口市農業委員会会議に参集いただき感謝申し上げます。皆様におか

れましては、市議会の同意を得て、ただいま、新たな農業委員として任命させていただきました。これか

ら３年間という長い任期となりますが、農業の適正な利活用及び農業の活性化に向け、よろしくお願い申

し上げます。 

今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴うイベントの自粛や市場価格の下落などにより、農業への影

響も大きい中、感染対策として「新しい生活様式」に基づく行動を取り入れるなど、皆様の理解、協力に

あらためて感謝申し上げます。 

本市としても、全国に先駆け、小規模事業者向けの独自の支援を講じ、さらには、今月から中小企業向

けの支援を開始したところであります。今後も、市民の健康を守ることを第一として、市民生活や経済へ

の影響を少しでも緩和できるよう取り組んでいく所存であります。 

令和４年には、生産緑地地区の多くが、当初指定を受けた平成４年から３０年が経過し、買取りの申出

を行うことが可能となることから、宅地化が更に加速することが懸念されています。 

もとより、都市農地・農業は、農産物の生産機能のみならず、緑豊かなまちに資する景観形成機能、災

害時の避難場所としての防災機能など、様々な可能性を有しており、地域の貴重な資源としての役割も多

いに期待されています。 

農業委員の皆様には、農業者の代表として、農業委員会の業務である農地転用許可への意見具申や遊休

農地に関することなどを担っていただくことになりますので、長年培われた貴重な経験と豊富な知識を発

揮していただき、本市農業が抱える課題の解決に向け、尽力を賜りたくお願い申し上げます。 

また、本日の新型コロナウイルス感染者の累計が１９２人となり、東京都の感染拡大が収まらない限り

本市の感染拡大も収まらないという現状を踏まえ、皆様には感染症対策を引き続きお願い申し上げます。

検査件数が多くなってきているため、一時の蔓延期と比べると陽性率は下がってきていますが、家庭内ク

ラスターや若い人による感染拡大等にお気を付けください。 

結びに、皆様にはこれから３年間という長い任期となりますが、ご尽力を賜りたくお願い申し上げ、任

期当初に当たっての期待とお願いを込めた挨拶といたします。」 

７ 臨時議長選出 

事務局次長は、本日は改選後初めての会議であり、会長が選出されるまでの間、臨時議長を選出して会

議を進めていきたいが、最年長の松澤委員にお願いしてよいか諮り、全員異議なく、松澤委員を臨時議長

に選出した。 

８ 会長及び会長職務代理者の互選 

松澤臨時議長は、本日の会議は全員の出席があり、農業委員会等に関する法律第２７条に基づき会議

が成立していることを宣言し、同法第５条第２項及び第５項に基づき、会長及び会長職務代理者の互選

を行った。 

はじめに、会長の互選方法について推薦とすることでよいか諮り、全員異議なく、互選方法を推薦と

した。 

山崎委員より、会長には松澤委員を推薦するとの意見が出た。松澤臨時議長は、自身が会長を務める

ことについて全員に諮ったところ異議はなく、会長に松澤委員が互選された。 

続いて、会長職務代理者の互選方法は会長から指名でよいか尋ねたところ、全員異議なく、松澤会長

は山岡委員を指名するとの意見が出た。全員に諮ったところ異議はなく、会長職務代理者に山岡委員が

互選された。 

松澤臨時議長は、全委員の協力に感謝し、臨時議長の職を辞した。 



９ 議席の決定

事務局次長は、議席の決定は川口市農業委員会規則第７条の規定によりくじで定めるようになってお

り、五十音順でくじを引く順番を決めるくじを引いていただくことを説明した。その結果を基に、再度

くじを引き議席番号を決定した。 

くじの結果は、以下のとおりである。（松澤会長、山岡会長職務代理者は除く。） 

１番 中田 晋一 委員  ２番 山崎  豊  委員  ３番 茅野 和廣 委員 

４番 伊藤 勝博 委員  ５番 中村 浩幸  委員  ６番 髙山 豊江  委員 

７番 早船 輝明 委員  ８番 加藤 江  委員  ９番 小櫃 敏文 委員 

１０番 中山 正二 委員 

終了後、事務局次長は、暫時休憩とし、休憩後は議席番号順に着席いただきたい旨をお願いした。 

１０ 会長及び会長職務代理者あいさつ

事務局次長は、再開を宣し、松澤会長と山岡会長職務代理者にごあいさつをお願いした。 

（１） 松澤会長あいさつ（要旨） 

「このたび、皆様方にご推挙いただきまして川口市農業委員会会長を仰せつかることになりました。

自己紹介という形でごあいさつさせていただきます。 

私は、農業者ではございませんので、農業経験は全くございません。利害関係のない中立委員とし

て、市長から任命いただいております。 

しかしながら、農業委員会はあくまでも、農業の発展を支援していくために、色々な施策を考え実

施するということが大きな目的であり、私は中立委員ではありますが、農業者を代表する委員の皆様

のご意見に耳を傾け、農業委員会の目的とする所掌事務を公平・公正に遂行することを考えておりま

す。 

また、市長の話にも出ましたが、任期中の令和４年に生産緑地が指定から３０年を迎え、転用等の

問題が発生する時期になろうかと思います。このことも踏まえながら農業委員会の職務を遂行して参

ります。 

力不足であり微力ではありますが、どうかひとつ委員の皆様の貴重な経験、その他色々ご指導いた

だきながら、また、皆様のご協力をいただきながら進めて参りたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。」 

（２） 山岡会長職務代理者あいさつ（要旨） 

「このたび、皆様方にご推挙いただきまして、川口市農業委員会の会長職務代理者の重責を務めさ

せていただきます。 

農業者の代表としての役割、会長を補佐する役割として、農業者の意見、農業委員会の皆様の声を

よく聞き、農地の適正利用推進役として農業委員会が十分に機能するように誠意をもって責務を遂行

する決意でございます。 

どうぞひとつ、よろしくお願い申し上げごあいさつとさせていただきます。」 

あいさつ終了後、事務局次長は、川口市農業委員会規則第５条により会議の議長は、会長が務める旨 

をお願いした。 

１１ 議事録署名委員の選任 

これより、松澤会長が議長を務める。 

議長は、議事に入る前に議事録署名委員２人を選出したいが、慣例により議長から指名してよいか諮り、 

全員異議なく、次の委員を指名した。 

会長職務代理者 山岡  孝  委員    １番 中田 晋一 委員 



１２ 議事案件 

（１） 第１号議案 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議長は、第１号議案を上程し、事務局に説明を求めた。 

事務局長は、資料に基づき、第１号議案「農地利用最適化推進委員の委嘱について」を説明し、当 

該候補者２人を農地利用最適化推進委員として委嘱することについて審議を求めた。 

議長は、事務局の説明どおり、２人を委嘱することでよいか諮ったところ、全員異議なく、承認され 

た。 

なお、農地利用最適化推進委員の２人は次回の会議に出席する旨を説明した。 

（２） 第２号議案 農業委員担当地区割について 

議長は、第２号議案を上程し、事務局に説明を求めた。 

事務局長は、資料に基づき、第２号議案「農業委員地区担当割について」を説明し、前任期中の議

案件数、農地面積等を総合的に考慮して、事務局において担当地区を確定することについて審議を求

めた。 

議長は、事務局に一任することでよいか諮ったところ、全員異議なく、了承された。 

１３ 報告事項 

（１） 報告事項１ 令和２年度川口市農業委員会の活動について 

（２） 報告事項２ 令和２年度川口市農業委員会予算について 

議長は、報告事項１及び報告事項２について関連があることから一括して事務局に説明を求めた。 

事務局長は、資料に基づき、報告事項１「令和２年度川口市農業委員会の活動について」及び報告 

事項２「令和２年度川口市農業委員会予算について」を説明し、了承された。 



１４  閉会 

午前11時50分、議長は会議の全案件が終了した旨を告げ、第１回川口市農業委員会会議を閉じた。

前記のとおり、相違のないことを証するため署名押印する。 

令和２年７月２０日 

議  長                 ㊞ 

署名委員                 ㊞ 

署名委員                 ㊞ 


